
 

 

議案第１２号 

 

   山都町営住宅条例の一部改正について 

 

 山都町営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  

 

  令和２年３月９日提出 

 

                      山都町長 梅田 穰 

 

（提案理由）  

債権法の改正を中心とした「民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第

４４号）」と、同法に伴う整備法である「民法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成２９年法律第４５号）」が、令和２年４

月１日から施行されることに伴い、山都町営住宅条例の一部を改正する必要が

あります。 

これが、この議案を提出する理由です。 

 

 

 

 



 

山都町営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和  年  月  日 

 

   山都町長 

 

山都町条例第  号 

山都町営住宅条例の一部を改正する条例 

山都町営住宅条例（平成１７年山都町条例第１３５号）の一部を次のように

改正する。 

第５条第５号中「第３条第３項若しくは第４項」を「第３条第４項若しくは

第５項」に改め、「住宅街区整備事業」の次に「、密集市街地における防災街

区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）に基づく防災街区整備

事業」を加える。 

第６条第１項中「被災者等にあっては第３号」を「被災者等、東日本大震災

復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号）第１９条に規定する被災者等並

びに福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第２７条に規定する

特定帰還者及び第３９条に規定する居住制限者にあっては第２号。ただし、東

日本大震災復興特別区域法第１９条に規定する被災者等については、同条の認

定を受けた復興推進計画に記載された同条第２項の期間が満了する日（その日

が令和３年３月１１日後の日であるときは、同月１１日）までの間に限る。」

に改める。 

第９条第４項中「寡婦、寡夫」を「寡婦（寡夫）」に改める。 

第１２条第１項中「第１０条」を「第１１条」に改める。 

第１３条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第１４条の次に次の１条を加える。 

（保証人の保証の極度額） 

第１４条の２ 第１１条第１項第１号に規定する保証人の保証の極度額は、入

居者の入居時の家賃６箇月分とする。 



 

第１５条第３項中「申告」の次に「又は法第３４条の規定による書類の閲覧

の請求その他の省令第９条で定める方法により把握した入居者の収入」を加え

る。 

第２２条第１項中「費用（畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕

及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費

用を除く。）は」を「費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担す

るものとして定めるものを除いて」に改め、同条第３項中「第１項に掲げる修

繕」を「町営住宅及び共同施設の修繕」に、「同項」を「第１項」に改める。 

第２３条第４号中「前条第１項に規定するもの」を「前条第１項において町

が負担することとされているもの」に改める。 

第３０条第１項中「第６条第２号」を「第６条第１項第２号」に改め、同条

第２項中「金額」の次に「又は令第１０条の基準により定めた金額」を加える。  

第３２条第１項中「第１４条第１項」の次に「又は第４項」を加え、同条第

２項中「令第８条第２項」の次に「又は第３項」を加える。 

第３７条第１項中「家賃減免」を「家賃の減免」に改める。 

第４３条の見出し中「明渡し請求」を「明渡請求」に改め、同条第３項中「年

５分の割合」を「法定利率」に改める。 

第５４条第１項中「第１４条第１項」の次に「若しくは第４項」を加える。 

第５５条中「第１４条第１項、第３２条第１項」を「第１４条第１項若しく

は第４項、第３２条第１項若しくは第３項」に、「第３２条第３項」を「第３

２条第４項」に、「家賃若しくは金銭の減免」を「家賃の減免」に改める。 

第６３条第３項中「使用者」」を「「使用者」」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に到来した支払期に係るこの条例の規定による第４３条第３項に

規定する利息については、なお従前の例による。 
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山都町営住宅条例(平成17年条例第135号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(公募の例外) (公募の例外) 

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入

居させることができる。 

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入

居させることができる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計

画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは

第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及

び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に

基づく住宅街区整備事業                                      

                                                         又

は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の

施行に伴う住宅の除却 

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計

画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは

第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及

び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に

基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促

進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は

都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施

行に伴う住宅の除却 

(6)～(8) （略） (6)～(8) （略） 

(入居者の資格) (入居者の資格) 

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(次項各号のいず

れかに該当する者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあって

は第2号、第3号及び第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第

14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号                  

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(次項各号のいず

れかに該当する者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあって

は第2号、第3号及び第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第

14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成2

3年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別

措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条

に規定する居住制限者にあっては第2号。ただし、東日本大震災復興特

別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた
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                                                          )の条

件を具備する者であって、その者及び現に同居し、又は同居しようと

する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)が

いずれも暴力団員でないものでなければならない。 

復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令

和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)の条

件を具備する者であって、その者及び現に同居し、又は同居しようと

する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)が

いずれも暴力団員でないものでなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(入居者の選考) (入居者の選考) 

第9条 （略） 第9条 （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡

婦、寡夫、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改

善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えているもの

及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅

に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかか

わらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させる

ことができる。 

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡

婦(寡夫)、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善

を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えているもの及

び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に

入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわ

らず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させるこ

とができる。 

(同居の承認) (同居の承認) 

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親

族以外の者を同居させようとするときは、省令第10条で定めるところ

により、町長の承認を得なければならない。 

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親

族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところ

により、町長の承認を得なければならない。 

2 （略） 2 （略） 

(入居の承継) (入居の承継) 
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第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その

死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営

住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令

第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。 

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その

死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営

住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令

第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。 

2 （略） 2 （略） 

 (保証人の保証の極度額) 

第14条の2 第11条第1項第1号に規定する保証人の保証の極度額は、入居

者の入居時の家賃6箇月分とする。 

(収入の申告等) (収入の申告等) 

第15条 （略） 第15条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 町長は、第1項の規定による収入の申告                           

                                                              

      に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するもの

とする。 

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書

類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した入居

者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するも

のとする。 

4 （略） 4 （略） 

(修繕費用の負担) (修繕費用の負担) 

第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガ

ラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構

造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。 

第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕

に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて    

                                                、町の負担とす

る。 

2 （略） 2 （略） 

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕         

の必要が生じたときは、同項 の規定にかかわらず、入居者は、町長の

3 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕

の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の
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選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。 選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。 

(入居者の費用負担義務) (入居者の費用負担義務) 

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。 第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 前条第1項に規定するもの                          以外の町

営住宅及び共同施設の修繕に要する費用 

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町

営住宅及び共同施設の修繕に要する費用 

(収入超過者等に関する認定) (収入超過者等に関する認定) 

第30条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収

入の額が第6条第2号     の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅

に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者とし

て認定し、その旨を通知する。 

第30条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収

入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅

に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者とし

て認定し、その旨を通知する。 

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2

年間引き続き令第9条に規定する金額                             

     を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居し

ている場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その

旨を通知する。 

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2

年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定め

た金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居し

ている場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その

旨を通知する。 

3 （略） 3 （略） 

(収入超過者に対する家賃) (収入超過者に対する家賃) 

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、

第14条第1項         の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該

入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の

効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する

方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。 

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、

第14条第1項又は第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該

入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の

効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する

方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。 

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の 2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の
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収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項         

に規定する方法によらなければならない。 

収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項

に規定する方法によらなければならない。 

3・4 （略） 3・4 （略） 

(収入状況の報告の請求等) (収入状況の報告の請求等) 

第37条 町長は、第14条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第3

項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第32条第4

項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃

減免  若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴

収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によ

るあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置に関し

必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居

者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は

官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させること

を求めることができる。 

第37条 町長は、第14条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第3

項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第32条第4

項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃

の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴

収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によ

るあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置に関し

必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居

者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は

官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させること

を求めることができる。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

(住宅の明渡し請求) (住宅の明渡請求  ) 

第43条 （略） 第43条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行った

ときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日まで

の期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受

けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した

額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日まで

の期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行った

ときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日まで

の期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受

けた家賃の額との差額に法定利率   による支払期後の利息を付した

額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日まで

の期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する
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額以下の金銭を徴収することができる。 額以下の金銭を徴収することができる。 

4～6 （略） 4～6 （略） 

(家賃) (家賃) 

第54条 第51条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、

第14条第1項             、第32条第1項又は第34条第1項の規定にか

かわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の

住宅の家賃以下で町長が定める。 

第54条 第51条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、

第14条第1項若しくは第4項、第32条第1項又は第34条第1項の規定にか

かわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の

住宅の家賃以下で町長が定める。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

(準用) (準用) 

第55条 第51条の規定による町営住宅の使用については、第52条から前

条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第

16条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第67条の規定を準用

する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第53

条」と、第17条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは

「第38条第1項」と、第37条第1項中「第14条第1項、第32条第1項    

                      若しくは第34条第1項の規定による家賃の決

定、第16条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含

む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20

条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定に

よる明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定

による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家

賃の決定」と読み替えるものとする。 

第55条 第51条の規定による町営住宅の使用については、第52条から前

条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第

16条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第67条の規定を準用

する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第53

条」と、第17条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは

「第38条第1項」と、第37条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第

32条第1項若しくは第3項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決

定、第16条(第32条第4項又は第34条第3項において準用する場合を含

む。)の規定による家賃の減免            若しくは徴収の猶予、第20

条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定に

よる明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定

による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家

賃の決定」と読み替えるものとする。 

(保証金) (保証金) 

第63条 （略） 第63条 （略） 
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2 （略） 2 （略） 

3 第20条第3項及び第4項並びに第21条の規定は、第1項に規定する保証

金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証

金」と読み替え、第20条第3項中「入居者」とあるのは使用者」  と、

「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と

読み替えるものとする。 

3 第20条第3項及び第4項並びに第21条の規定は、第1項に規定する保証

金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証

金」と読み替え、第20条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、

「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と

読み替えるものとする。 

 


